
                          

 

平成２０年６月１０日 

                            内閣府（防災担当） 

 

 

 

中央防災会議会長（内閣総理大臣）による 

 

「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化」の通知について 
 

 

 

 本格的な梅雨期及び台風期を迎えるにあたり、防災態勢の一層の強化が必要となっ 

 

ています。また、台風や大雨の際には、外出時や逃げ遅れによる死亡事故が相当数に 

 

上っており、このような事故を未然に防止する観点から、平時から風水害の危険性や 

 

早期避難の重要性についての周知や、早期避難のための避難態勢の徹底を図るなど、 

 

「犠牲者ゼロ」に向けた対策の徹底を図るため、６月２日付けで中央防災会議会長（内 

 

閣総理大臣）より指定行政機関の長、指定公共機関の代表者及び道府県防災会議会長 

 

あてに、別添のとおり「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」を通知 

 

したので、お知らせいたします。 
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中防災 第 １７ 号

平成２０年６月２日

各指定行政機関の長

各指定公共機関の代表 あて

中央防災会議会長

（内閣総理大臣）

福 田 康 夫

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について

貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に尽力されてい

るところであるが、今なお頻発する災害による死者の発生は、国民生活に大きな不

安をもたらしており、災害が発生した場合の「犠牲者ゼロ」を目指し、総力を挙げ

て対策の強化を図る必要がある。

過去の１０年間（平成１０年～平成１９年）の自然災害による犠牲者をみると、

風水害による犠牲者は６９２人にものぼり、第一の自然災害となっており、特に、

平成１６年には全国で死者が２３０人を数えるなど各地で大きな被害となったとこ

ろである。

このため、別紙の記載事項に留意して防災態勢の一層の強化を図られたい。

その際、被災者の目線に立って 「何ができていれば犠牲が避けられたのか」と、

いう視点からきめ細やかな取組みの充実を図り、特に下記の点に留意して 「犠牲、

者ゼロ」に向けた対策に一層努められたい。

なお、関係機関に対する指導方よろしくお願いする。

記

１．台風や大雨の際の外出時の死亡事故がなお相当数にのぼっており、このような

事故を未然に防止する観点から、台風や大雨の際の外出を極力控えること等、平

時から風水害の危険性について国民に周知の徹底を図ること。

２．逃げ遅れによって死亡した高齢者が多数を数え、また、昨年は都市部の河川の

増水において避難要請に従わず河川敷から逃げ遅れた者が出たり、避難勧告が発

令されたにもかかわらず避難所へ避難した住民が少数であったといった事態が生

じたことから、平時から早期避難の重要性について周知を図ること等、早期避難

のための避難態勢の徹底等を図ること。



別紙

１．近年における災害の状況にかんがみ、土砂崩れ、河川のはん濫、高潮等による

災害の発生を未然に防止するよう、関係機関との緊密な連携の下に、

①災害発生のおそれのある危険箇所等の巡視・点検の徹底

②異常降雨時におけるダム等の管理の強化

③降雨等の気象状況及び大雨警報や土砂災害警戒情報等に関する情報の収集・伝

達の徹底

④洪水予報や浸水想定区域、土砂災害危険箇所等の防災情報の住民等への伝達の

徹底

⑤警戒避難態勢の強化

等に万全を期すること。

また、住民等の安全確保には災害発生時の情報伝達が重要であることにかんが

み、こうした情報伝達体制の充実を図るため、マスメディアとの連携をはじめ、

広報誌、防災行政無線等、多様な伝達手段を整備し、確実な災害情報の提供を進

めること。

なお、地下空間における浸水対策についても施設管理者と連携し、避難誘導等

安全体制の確保に十分配慮すること。

２．中央防災会議で平成１７年３月に報告された「避難勧告等の判断・伝達マニュ

アル作成ガイドライン」並びに平成１８年４月に報告された「災害時要援護者の

避難支援ガイドライン （改訂版）及び平成１９年６月に報告された「災害時要」

援護者対策の進め方」の趣旨及び内容を理解の上、避難勧告等の判断基準・伝達

マニュアルの作成、災害時要援護者情報の共有及び避難支援プランの作成等を推

進し、適切な防災対策の推進に努めること。

３．災害復旧事業施行中の箇所については、再度災害を未然に防止するため、適切

な措置を講じること。特に、平成１９年において風水害により被害を受けた箇所

については、二次的な土砂災害に十分留意し、万全の措置を講ずること。

４．災害が発生した場合には、迅速かつ的確な災害応急・復旧対策を講じるよう格

段の配慮を行うこと。



中防消 第 ３０ 号

平成２０年６月２日

関係道府県防災会議会長 あて

中央防災会議会長

（内閣総理大臣）

福 田 康 夫

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について

貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に尽力されてい

るところであるが、今なお頻発する災害による死者の発生は、国民生活に大きな不

安をもたらしており、災害が発生した場合の「犠牲者ゼロ」を目指し、総力を挙げ

て対策の強化を図る必要がある。

過去の１０年間（平成１０年～平成１９年）の自然災害による犠牲者をみると、

風水害による犠牲者は６９２人にものぼり、第一の自然災害となっており、特に、

平成１６年には全国で死者が２３０人を数えるなど各地で大きな被害となったとこ

ろである。

このため、別紙の記載事項に留意して防災態勢の一層の強化を図られたい。

その際、被災者の目線に立って 「何ができていれば犠牲が避けられたのか」と、

いう視点からきめ細やかな取組みの充実を図り、特に下記の点に留意して 「犠牲、

者ゼロ」に向けた対策に一層努められたい。

なお、市町村に対する周知方よろしくお願いする。

記

１．台風や大雨の際の外出時の死亡事故がなお相当数にのぼっており、このような

事故を未然に防止する観点から、台風や大雨の際の外出を極力控えること等、平

時から風水害の危険性について国民に周知の徹底を図ること。

２．逃げ遅れによって死亡した高齢者が多数を数え、また、昨年は都市部の河川の

増水において避難要請に従わず河川敷から逃げ遅れた者が出たり、避難勧告が発

令されたにもかかわらず避難所へ避難した住民が少数であったといった事態が生

じたことから、平時から早期避難の重要性について周知を図ること等、早期避難

のための避難態勢の徹底等を図ること。



別紙

１．近年における災害の状況にかんがみ、土砂崩れ、河川のはん濫、高潮等による

災害の発生を未然に防止するよう、関係機関との緊密な連携の下に、

①災害発生のおそれのある危険箇所等の巡視・点検の徹底

②異常降雨時におけるダム等の管理の強化

③降雨等の気象状況及び大雨警報や土砂災害警戒情報等に関する情報の収集・伝

達の徹底

④洪水予報や浸水想定区域、土砂災害危険箇所等の防災情報の住民等への伝達の

徹底

⑤警戒避難態勢の強化

等に万全を期すること。

また、住民等の安全確保には災害発生時の情報伝達が重要であることにかんが

み、こうした情報伝達体制の充実を図るため、マスメディアとの連携をはじめ、

広報誌、防災行政無線等、多様な伝達手段を整備し、確実な災害情報の提供を進

めること。

なお、地下空間における浸水対策についても施設管理者と連携し、避難誘導等

安全体制の確保に十分配慮すること。

２．中央防災会議で平成１７年３月に報告された「避難勧告等の判断・伝達マニュ

アル作成ガイドライン」並びに平成１８年４月に報告された「災害時要援護者の

避難支援ガイドライン （改訂版）及び平成１９年６月に報告された「災害時要」

援護者対策の進め方」の趣旨及び内容を理解の上、避難勧告等の判断基準・伝達

マニュアルの作成、災害時要援護者情報の共有及び避難支援プランの作成等を推

進し、適切な防災対策の推進に努めること。

３．災害復旧事業施行中の箇所については、再度災害を未然に防止するため、適切

な措置を講じること。特に、平成１９年において風水害により被害を受けた箇所

については、二次的な土砂災害に十分留意し、万全の措置を講ずること。

４．災害が発生した場合には、迅速かつ的確な災害応急・復旧対策を講じるよう格

段の配慮を行うこと。
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